
○ 西川アイプラザ条例施行規則 

平成４年３月２６日 

市教育委員会規則第３号 

改正 平成１０年２月２５日市教育委員会規則第３号 

平成１１年７月３０日市教育委員会規則第８号 

平成１２年２月１８日市教育委員会規則第８号 

平成１７年３月１７日市教育委員会規則第１７号 

平成２２年８月２４日市教育委員会規則第２１号 

平成３０年３月２０日市教育委員会規則第１８号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，西川アイプラザ条例（平成４年市条例第２８号。以下「条例」とい

う。）の施行について，必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の募集） 

第１条の２ 教育委員会は，条例第１条の２の規定により指定管理者を指定しようとする

ときは，次に掲げる事項を明示して，指定管理者の指定を受けようとする法人その他の

団体を公募するものとする。 

（１） 施設の概要 

（２） 指定期間 

（３） 選定基準 

（４） 施設の管理基準，業務の範囲等指定管理者が行うべき事務の内容 

（５） その他教育委員会が定める事項 

（指定管理者の指定の申請） 

第１条の３ 条例第１条の３第１項に規定する申請は，指定管理者指定申請書（様式第１

号）を教育委員会に提出して行わなければならない。 

２ 条例第１条の３第１項に規定するその他教育委員会規則で定める書類は，次に掲げる

書類とする。 

（１） 定款，寄附行為，規約その他これらに準ずる書類 

（２） 法人その他の団体の経営状況を明らかにする書類 



（３） 法人にあっては，法人登記簿の登記事項証明書又は登記簿謄本 

（４） その他教育委員会が必要と認める書類 

（事業報告書の提出） 

第１条の４ 条例第１条の５第３号の規則で定める事項は，自主事業に係る収支状況とす

る。 

２ 指定管理者は，毎月，次に掲げる事項を記載した報告書を作成し，教育委員会が指定

する日までに，教育委員会に提出しなければならない。 

（１） 月間の施設利用者数 

（２） 実施した事業の内容 

（３） その他教育委員会が必要と認める事項 

（開館時間） 

第２条 開館時間は，午前１０時から午後８時までとする。ただし，土曜日及び日曜日に

ついては，午前１０時から午後６時までとする。 

２ 教育委員会は，必要があると認めるときは，これを変更することができる。 

（休館日） 

第３条 休館日は，次のとおりとする。 

（１） 月曜日及び毎月の第２日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する国民の祝日

並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日。ただし，国民の祝日が前号に規定す

る休館日に当たるときは，その翌日 

（３） 年末年始（１２月２８日から１２月３１日まで及び１月２日から１月４日まで） 

２ 教育委員会は，必要があると認めるときは，前項の規定にかかわらず，休館日に開館

し，又は臨時に休館日を定めることができる。 

（施設使用の許可申請） 

第４条 条例第２条第１項の規定により，施設の使用の許可を受けようとする者は，西川

アイプラザ施設使用許可申請書（様式第１号の２）を教育委員会に提出しなければなら

ない。 



２ 教育委員会は，前項の許可をするときは，当該申請をした者に，西川アイプラザ施設

使用許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（その他） 

第５条 この規則に定めるもののほか，西川アイプラザの管理について，必要な事項は，

教育委員会が別に定める。 

附 則 

この規則は，平成４年４月１日から施行する。ただし，第２条及び第３条の規定は，条

例附則ただし書に定める日から施行する。 

附 則（平成１０年市教育委員会規則第３号） 

この規則は，平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年市教育委員会規則第８号） 

この規則は，平成１１年８月１日から施行する。 

附 則（平成１２年市教育委員会規則第８号） 

この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年市教育委員会規則第１７号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２２年市教育委員会規則第２１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３０年市教育委員会規則第１８号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 









様式第１号（第１条の３関係） 

様式第１号の２（第４条関係） 

様式第２号（第４条関係） 


